
「理学療法⼠作業療法⼠学校養成施設指定規則」、「理学療
法⼠作業療法⼠養成施設指導ガイドライン」に関するアンケ
ート

１．基本事項

 貴施設についてお答え下さい。

1. （１）修学年限

1 つだけマークしてください。

 ３年制

 ４年制

2. （２）課程
1 つだけマークしてください。

 昼間

 夜間

3. （３）養成校種別
1 つだけマークしてください。

 専⾨学校

 短⼤

 ⼤学

4. （４）設⽴種別
1 つだけマークしてください。

 国⽴

 公⽴

 私⽴

5. （５）学年定員(名)

1 つだけマークしてください。

 20〜29

 30〜39

 40〜49

 50〜59

 60〜69

 70〜79

 80〜89

 90〜99

 100〜109

 110〜119

 120〜

6. （6－1）開講全単位数
単位数をお答えください。



7. （6－2）必須科⽬単位数
単位数をお答えください。

8. （6－3）卒業必要単位数

単位数をお答えください。

9. （7－1）開講全時間数
時間数をお答えください。

10. （7－2）必須科⽬時間数
時間数をお答えください。

11. （7－3）卒業必要時間数
時間数をお答えください。

２．理学療法⼠及び作業療法⼠法について

12. （１）定義 第⼆条
「理学療法」とは、⾝体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能⼒の回復を図るため、治
療体操その他の運動を⾏なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的⼿段を加えること
をいう。
1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない

 変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

13. ①変更が必要な内容についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

14. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

15. （２）理学療法⼠国家試験の受験資格 第⼗⼀条第⼀号
⽂部科学⼤⾂が指定した学校⼜は都道府県知事が指定した理学療法⼠養成施設において、三年以上理
学療法⼠として必要な知識及び技能を修得したもの
1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない

 変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）



16. ①変更が必要な内容についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

17. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

３．理学療法⼠作業療法⼠学校養成施設指定規則
理学療法⼠に係る学校⼜は養成施設の指定基準について

18. （１）第⼆条第⼀項第⼆号 修業年限は、三年以上であること。
1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない

 変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

19. ①変更が必要な内容についてお答え下さい。
1 つだけマークしてください。

 四年以上

 六年(学⼠6年）

 六年（学⼠4年＋修⼠2年）

 その他: 

20. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

21. （2）第⼆条第⼀項第三号 教育の内容

理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案） 「総単位数は、現⾏の
９３単位に必要な教育内容を追加し、１０１単位以上とする。」
1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない（現⾏通り）

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）の内容で良い

 上記以外の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

22. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 



23. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

「理学療法⼠作業療法⼠学校養成施設指定規則」 第⼆条第⼀項第三
号 教育の内容 （現⾏）

理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会 改
正内容



24. （2－1）教育内容（専⾨基礎分野︓疾病と障害の成り⽴ち及び回復過程の促進）
備考欄に指定された教育内容について現在の状況をお尋ねします。単独の科⽬としてある場合やシラ
バス内に項⽬としてある場合も「ある」にチェックしてください。
当てはまるものをすべて選択してください。

ある なし

「栄養」に関わる内容がカリキュ
ラムに
「薬理」に関わる内容がカリキュ
ラムに
「画像」に関わる内容がカリキュ
ラムに
「救急救命」に関わる内容がカリ
キュラムに
「予防」に関わる内容がカリキュ
ラムに

25. (2-1)で ある と答えた教育内容のみお答えください。
当てはまるものをすべて選択してください。

必須 選択(選択必須含む)

「栄養」に関わる内容のカリキュ
ラムは
「薬理」に関わる内容のカリキュ
ラムは
「画像」に関わる内容のカリキュ
ラムは
「救急救命」に関わる内容のカリ
キュラムは
「予防」に関わる内容のカリキュ
ラムは

26. (2-1)で ある と答えた教育内容の科⽬名をお書きください。  例）栄養︓栄養学 、画像︓画像
診断学
 

 

 

 

 

27. （2－2）教育内容（専⾨基礎分野︓保健医療福祉とリハビリテーションの理念）
備考欄に指定された教育内容について現在の状況をお尋ねします。単独の科⽬としてある場合やシラ
バス内に項⽬としてある場合も「ある」にチェックしてください。
当てはまるものをすべて選択してください。

ある なし

「リハビリテーションの理念（⾃
⽴⽀援、就労⽀援等を含む。）」
に関わる内容がカリキュラムに
「地域包括ケアシステム」に関わ
る内容がカリキュラムに
「多職種連携」に関わる内容がカ
リキュラムに



28. (2-2)で ある と答えた教育内容のみお答えください。
当てはまるものをすべて選択してください。

必須 選択(選択必須含む)

「リハビリテーションの理念（⾃
⽴⽀援、就労⽀援等を含む。）」
に関わる内容のカリキュラムは
「地域包括ケアシステム」に関わ
る内容のカリキュラム
「多職種連携」に関わる内容のカ
リキュラムは

29. (2-2)で ある と答えた教育内容の科⽬名をお書きください。  例）地域包括ケアシステム︓地域
理学療法学
 

 

 

 

 

30. （2－3）教育内容（専⾨分野︓理学療法管理学・評価学・治療学）
備考欄に指定された教育内容について現在の状況をお尋ねします。単独の科⽬としてある場合やシラ
バス内に項⽬としてある場合も「ある」にチェックしてください。
当てはまるものをすべて選択してください。

ある なし

「職場管理」に関わる内容がカリ
キュラムに
「職場倫理」に関わる内容がカリ
キュラムに
「画像評価」関わる内容がカリキ
ュラムに
「喀痰等の吸引」関わる内容がカ
リキュラムに

31. (2-3)で ある と答えた教育内容のみお答えください。
当てはまるものをすべて選択してください。

必須 選択(選択必須含む)

「職場管理」に関わる内容のカリ
キュラムは
「職場倫理」に関わる内容のカリ
キュラムは
「画像評価」関わる内容のカリキ
ュラムは
「喀痰等の吸引」関わる内容のカ
リキュラムは

32. (2-3)で ある と答えた教育内容の科⽬名をお書きください。  例）職場管理︓管理学
 

 

 

 

 



33. （2－4）教育内容（専⾨分野︓臨床実習）
備考欄に指定された教育内容について現在の状況をお尋ねします。単独の科⽬としてある場合やシラ
バス内に項⽬としてある場合も「ある」にチェックしてください。
当てはまるものをすべて選択してください。

⾏っている ⾏っていない

通所リハビリテーション⼜は訪問
リハビリテーションに関する実習
を１単位以上

34. (2-4)で⾏っていると答えた⽅のみお答えください。
当てはまるものをすべて選択してください。

必須 選択(選択必須含む)

通所リハビリテーション⼜は訪問
リハビリテーションに関する実習
を１単位以上

35. (2-4)で ⾏っている と答えた⽅のみ、実施単位
（数）をお答えください。     例）2 単位

36. （３）第⼆条第⼀項第四号 教員数

教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六⼈（⼀学年に⼆学級以上を有する
学校⼜は養成施設にあつては、⼀学級増すごとに三を加えた数）以上は理学療法⼠である専任教員で
あること。
1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない

 変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

37. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

38. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 



39. （４）第⼆条第⼀項第五号 教員資格
（現⾏）理学療法⼠である専任教員は、免許を受けた後５年以上理学療法に関する業務に従事した者
であること。  （理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会改正案）理学療
法⼠である専任教員は、次のいずれにも該当する者であること。 ただし、理学療法⼠として５年以
上業務に従事した者で、⼤学において教育の本質・⽬的、⼼⾝の発達と学修の過程、教育の⽅法・技
術及び教科教育法に関する科⽬のうちから、合計４単位以上（以下「教育に関する科⽬」という。）
を履修して卒業した者⼜は理学療法⼠として３年以上業務に従事した者で、⼤学院において教育に関
する科⽬を履修した者は、これにかかわらず専任教員となることができること。イ 理学療法⼠とし
て５年以上業務に従事した者。ロ 厚⽣労働省が指定した専任教員養成講習会を修了した者、⼜は理
学療法⼠の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者。
1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない（現⾏通り）

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）の内容で良い

 上記以外の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

40. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

41. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

42. （５）現⾏の指定規則に関する意⾒  ＊⾃由記載
 

 

 

 

 

４．理学療法⼠作業療法⼠養成施設指導ガイドライン

43. （１）教員に関する事項 担当授業時間数
理学療法⼠作業療法⼠養成施設指導ガイドライン ３教員に関する事項（１）専任教員の１⼈１週間
当たりの担当授業時間数は加重にならないよう１０時間を標準とすること。
1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない

 変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

44. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 



45. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

46. （２）教育の⽬標
理学療法⼠作業療法⼠養成施設指導ガイドライン ５授業に関する事項（１）指定規則別表に定める
各教育分野は、別添１に掲げる事項を習得させることを⽬的とした教育内容とすること。
1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない（現⾏通り）

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）の内容で良い

 上記以外の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

47. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

48. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

（現⾏）



理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会 改
正案内容



49. （３）授業に関する事項 臨床実習
（現⾏）理学療法⼠作業療法⼠養成施設指導ガイドライン ５ 授業に関する事項 現⾏（４）臨床
実習については、１単位を４５時間の実習をもって構成することとし、実習時間の３分の２以上は病
院⼜は診療所において⾏うこと。（理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会
改正案）臨床実習については、１単位を４０時間以上の実習をもって構成することとし、実習時間外
に⾏う学修等がある場合には、その時間も含め４５時間以内とすること。実習時間の３分の２以上は
医療提供施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の２第２項に規定する医療提供施設（薬
局、助産所を除く。）をいう。）において⾏うこと。ただし、医療提供施設における実習の２分の１
以上は病院⼜は診療所で⾏うこと。また、通所リハビリテーション⼜は訪問リハビリテーションに関
する実習を１単位以上⾏うこと。
1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない（現⾏通り）

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）の内容で良い

 上記以外の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）



50. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

51. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

52. （４）教育上必要な機械器具等に関する事項
（現⾏）理学療法⼠作業療法⼠養成施設指導ガイドライン ７教育上必要な機械器具等に関する事項
（１）教育上必要な機械器具・標本及び模型は、別添２に掲げる数以上を有すること。（理学療法
⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会改正案）理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施
設カリキュラム等改善検討会報告書（案）  P11〜P17 参照
1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない（現⾏通り）

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）の内容で良い

 上記以外の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

53. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

54. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

55. （５）実習調整者の配置について （追加）

理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）ｐ10 ・養成施設は、
臨床実習全体の計画の作成、実習施設との調整、臨床実習の進捗管理等を⾏う者（実習調整者）とし
て、専任教員から１名以上配置することとする
1 つだけマークしてください。

 追加する必要はない

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）で良い

 報告書（案）の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）



56. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

57. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

58. （６）実習施設に関する事項 １

1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない（現⾏通り）

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会改定案の内容で良い

 上記以外の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

59. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 



60. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

61. （７）臨床実習指導者講習会の開催指針（案） 追加
理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）P20〜P21 別添３  参
照
1 つだけマークしてください。

 追加する必要はない

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）の内容で良い

 報告書（案）の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

62. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

63. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

臨床実習指導者講習会の開催指針（案）    別添3





64. （８）実習施設に関する事項 ２

1 つだけマークしてください。

 変更は必要ない（現⾏通り）

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会 改正案の内容で良い

 上記以外の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

65. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

66. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 



67. （９）臨床実習の構成、⽅法等について （追加）
理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）P８  

1 つだけマークしてください。

 追加の必要はない

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）の内容で良い

 報告書（案）の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

68. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

69. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

70. （10）臨床実習において学⽣が実施できる⾏為について （追加）

1 つだけマークしてください。

 追加の必要はない

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）の内容で良い

 報告書（案）の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）
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71. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

72. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

73. (11)外部評価 追加
理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）P10 外部評価︓養成施
設は、教員資格及び教育内容等に関して、５年以内ごとに第三者による評価を受け、その結果を公表
すること。
1 つだけマークしてください。

 追加の必要はない

 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書（案）の内容で良い

 報告書（案）の変更が必要（選択された⽅は下の①、②についてお答え下さい）

74. ①変更が必要な内容についてお答え下さい
 

 

 

 

 

75. ②変更が必要な理由についてお答え下さい。
 

 

 

 

 

76. (12)理学療法⼠作業療法⼠養成施設指導ガイドラインに関する意⾒ ＊⾃由記載
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